
防犯灯設置等補助金の対象拡充

防犯灯のLED化も補助対象になりました
■問合せ　財政課 管財グループ　☎２３－２１１３

　地域の安全を守るためには、地域の皆さんと市の協働が不可欠です。
　市では、各地域の自治会・町内会などが、犯罪の防止や通行の安全を目的に整備する防犯灯設置（交換含む）
に要する費用の一部を補助していますが、街路灯や防犯灯のLED化も進んでいることから、既設蛍光灯型防犯
灯からLED型防犯灯へ更新する場合も、補助対象として拡充することになりました。
　LED化は、環境に優しく、電気代・修繕費用の低減も図られ、自治会・町内会などの管理もしやすくなります。こ
の機会に防犯灯のLED化を検討してはいかがですか。

補助対象
補助の対象となるのは、次の（1）～（3）のいずれかに該当する場合です。
　（1）防犯灯を新規に設置する場合
　（2）既設の防犯灯を修理する場合（蛍光管の交換のみは補助対象外）
　（3）既設の蛍光管型防犯灯をLED型防犯灯に更新する場合

補助金額
補助金額は、防犯灯の設置等に要する費用の２分の１です。
（ただし上限は、60,000円です）

申請方法
補助金の申請方法は、次の手順で行ってください。

＜注意事項＞
　防犯灯を新しく設置する場合、付近の防犯灯その他照明施設から直線で５０ｍ以上の間隔がないものは、補助の
　対象外となります。（判断できない場合には、財政課へ事前にご相談ください）

電気工事店など工事を行う業者に、防犯灯設置
等工事費の見積書を作成してもらってください。
※工事はまだ行わないこと。

1 見積書依頼

申請書に「見積書の写し」、「防犯灯設置場所の位置
図」を添付し、市役所（財政課）に提出してください。
※申請書様式は、市のホームページからダウンロー
ドいただくか、財政課窓口でお受取りください。

2 申請手続き

市で現地確認を行い、補助金交付決定通知書を
郵送します。

3 交付決定

施工業者に連絡し、設置工事を行ってください。
※工事費支払いの際、領収書を発行してもらっ
てください。

4 工事着工

補助金請求書を記入のうえ領収書の写しを添付
し、財政課に提出してください。
※請求書様式は、補助金交付決定通知書と併せ
て郵送します。

5 補助金請求の手続き

市で現地確認を行い、
補助金を交付します。

6 補助金の交付

　国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人で、一般ドックまたは脳ドックを受診しようとす
る人に対し、健診費用の一部を補助します。申請受付期間内に、下記の持ち物を持参のうえ、保険医療課窓口
（5/19は総合福祉センター内、5/20～5/31は仮設庁舎Ａ棟２階 ※土日は除く）で申請をしてください。
　なお、申請は一般ドックまたは脳ドックのどちらか一方に限らせていただきます。

〇申請対象者
１　国民健康保険に加入している人で、次の要件のいずれにも該当する人
　（１） 平成27年度までの国民健康保険税を完納した世帯の人
　（２） 平成28年４月１日現在で30歳以上の人

２　後期高齢者医療制度に加入している人で、次の要件のいずれか一つに
　　該当する人
　（１） 平成27年度までの後期高齢者医療保険料を完納した人
　（２） 平成28年４月１日現在で国民健康保険に加入しており、
　　　　 平成27年度までの国民健康保険税を完納した人

〇持ち物
　（１） 保険証（国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証）
　（２） 印鑑

〇申請受付期間
　５月19日（木）から5月31日（火）まで　※先着順で受付し、定員になり次第締切ります。

一　般　ド　ッ　ク 脳　ド　ッ　ク

健 診 の 実 施 機 関
やすらぎの丘温泉病院

☎24-1212

県北医療センター
高萩協同病院
☎23-1122

聖麗メモリアル高鈴
（日立市高鈴町）

☎0294-23-6060

聖麗メモリアル病院
（日立市茂宮町）

☎0294-52-8531

健 診 の 実 施 日
火～金

（祝祭日を除く）
月、水、木、金

（祝祭日を除く）
月～土

（祝祭日を除く）
月～土

（祝祭日を除く）

健 診 の 実 施 期 限 平成29年３月31日（金）

健 診 費 用 38,610円 41,040円 29,160円 29,160円

補 助 金 の 額 23,000円 23,000円 17,000円 17,000円

受 診 者 自 己 負 担 額 15,610円 18,040円 12,160円 12,160円

健 診 に 要 す る 時 間 約２時間30分 約１時間

定員

国民健康保険
加 入 者

195人 155人

後期高齢者医療制度
加 入 者

30人 40人

<注意事項>
１　人間ドック補助金の交付決定を受けていた場合でも社会保険に加入したことなどにより、受診時点におい

て国民健康保険の資格を喪失していた場合には、交付決定は無効となり補助金の交付は受けられません。
２　既往歴に心房細動がある人、眉などにアートメイク、入れ墨の施術を行っている人は、聖麗メモリアル高

鈴での脳ドックの受診はできません。聖麗メモリアル病院での受診となります。

■問合せ　保険医療課　国保・医療福祉グループ　☎23-2117

「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入している人へ

人間ドック（一般・脳）の健診費用を補助します
「後期高齢者（75歳以上の人）も補助対象です」
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